
第６回養老川流域懇談会の意見要旨と対応方針
項　　目 意見者名 意　　見 当日の回答　及び　県の見解 備　考

1 養老川河
川整備計
画（原案）の
「水質」につ
いて

高石委員 高滝ダム貯水池の環境基準値ＣＯＤ３㎎/ℓ というのは、給
水する目安を出しているのだろうと思う。それに対して、高
滝ダム貯水池のＣＯＤ値は２．５倍となっているが、給水と
して安全であるか。

【当日回答】
高滝ダム貯水池の水質が環境基準値３㎎/ℓ に対して２．
５倍も高い状況にあることから、県、市原市、大多喜町の
関係機関で高滝ダム貯水池水質保全対策協議会を設置
し、水質改善のための施策などについて検討しています。

【県の見解】
高滝ダム貯水池から取水している県水道局及び市原市水
道部では、水質管理を行い安全で良質な水を供給してい
ます。

2 養老川河
川整備計
画（原案）の
「水質」につ
いて

高石委員 養老川の水質の現状について、㎏/日という単位で示して
いるが、環境基準値の３㎎/ℓ と比較するのが難しいため、
環境基準値の単位で示していただきたい。

【当日回答】
水質を示す㎏/日という単位は、汚れの量を示すものです
が、環境基準値の㎎/ℓという単位との比較が分かりづらい
ということについて、表記方法を検討します。

【県の見解】
養老川及び高滝ダム貯水池の水質の現状については、
環境基準値と観測値の濃度の比較を示すとともに、汚濁
総量を理解していただくため、表2-7は併記したままとしま

資料２

総量を理解していただくため、表2-7は併記したままとしま
す。
※別紙１参照

3 養老川河
川整備計
画（原案）の
「水質」につ
いて

高石委員 高滝ダム貯水池水質保全対策協議会の活動状況につい
て、具体的に示していただきたい。

【当日回答】
高滝ダム貯水池水質保全対策協議会は、県、市原市、大
多喜町の関係機関で構成し、昭和６３年７月に発足してい
ます。協議会では、畜産事業者からの排出に対する対
策、各家庭の合併処理浄化槽の普及、貯水池内で実施
可能な富栄養化軽減対策などについて検討しています。
協議会の活動内容が分かる資料については、次回、提出
いたします。
※別紙２参照

【県の見解】
当協議会では、各関係機関が実施する対策の総合的な
協議及び連絡調整を図り、今後とも各種施策の円滑な推
進を図ってまいります。
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第６回養老川流域懇談会の意見要旨と対応方針
項　　目 意見者名 意　　見 当日の回答　及び　県の見解 備　考

資料２

4 事業再評
価について

梶島委員 事業再評価の方法としては、具体的な数値目標を上げて
事業を推進していくべきであり、評価項目を多元的・多義
的にすべきである。その１つとして、住民参加・景観・親水
性についても目標値が必要ではないかと申し上げた。そ
の後、事業評価の項目・手法・方法がどのように進化した
のか参考までに伺いたい。

５年後の見直しも、５年目になって慌てて検討しても多分
だめなので、評価基準・評価方法ということに関して検討
し続けておかないと次回の見直しには反映できないと思
う。

【当日回答】
事業再評価につきましては、事業を行ってから５年ごとに
行っています。評価の方法についての検討は、進んでい
ない状況です。

【県の見解】
事業再評価については、国土交通省の「治水経済調査マ
ニュアル」に基づいて算定しています。
ご指摘の住民参加・景観・親水性の評価及び具体的な数
値目標については、国等の事業再評価を参考にして検討
することとします。

5 養老川の堰
の改修につ
いて

松本委員 養老川の場合、ダム下流から河口域において多くの魚類
が生息可能であり、堰に魚道を設置すれば、河口域から
ダム下流域間の魚類の往来が保たれ、漁場としての生産
力が高まり、流域住民にとっても憩いの場として利用でき
る。廿五里堰・西広堰等への魚道設置についてお願いし
たい。

【当日回答】
現在、堰の改修予定はありませんが、堰の改修を行う際、
魚道の設置についても各関係機関と協議を行うこととしま
す。

たい。

6 河川区域
内の植樹に
ついて

高田委員 河川区域内の植栽は、虫の発生とか枝が伸びるなどの苦
情があるということですが、これまでに河津桜を約200本近
く植栽しているところであり、途中歯抜けになっているとこ
ろをつなげれば大変な名所になるため、植栽の場を設け
ていただきたい。市原市は、隣の袖ケ浦市とか大多喜町と
違って、観光客が集まる場所が不足している。

【当日回答】
河川区域内の植樹は、原則として、地方公共団体（市原
市）が管理する場合、河川に影響がない範囲で認めてい
ます。今後、河津桜の植栽を進めるに当たっては、市原市
を含めて相談させていただきたいと考えています。

7 久保木委員 高滝ダム下流の河床が低下している箇所に砂をつけるた
めの方策をしなければ、そのまま下流へ流れてしまうので
はないか。

【当日回答】
今後、実験を行い確認することとします。

養老川の河床変動と高滝ダムの堆砂について
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資料２

8 梶島委員 実験というのは、流す砂の粒の大きさを変えながら、どこへ
たどり着くのかということを行うのか。

【当日回答】
実験の方法は、具体的には決まっていませんが、高滝ダ
ムに堆砂している土砂をダム下流に置土して、どういう流
れになるのかを確認するという方法を考えています。

9 梶島委員 養老川の河床が低下している中流部に土砂をつけるため
には、砂の大きさもやや中ぐらいから大き目ということにな
るのか。

【当日回答】
現在のところ、どうすれば中流部に土砂がつくかということ
については分かっていません。高滝ダムができることに
よって土砂の流れとしては連続でなくなっているので、ダ
ムから下流に土砂を流す方法により、検討を進めたいと考
えています。

10 梶島委員 高滝ダム建設前に比べると川をストレートにするなど、大
分状況も変わっているはず。かつての状況を参考にしな
がら考えていくと、いろいろな点で不都合が起きるだろうと
思う。

【当日回答】
高滝ダム建設後、河川を改修し、蛇行している箇所の直
線化や護岸等の構造物を設置しているので、その影響も
あると考えています。河川改修の影響も含めて、確認して
いきます。

11 高石委員 高滝ダムの堆積土砂を浚渫し、養老川中流部の必要な箇 【当日回答】11 高石委員 高滝ダムの堆積土砂を浚渫し、養老川中流部の必要な箇
所に土砂を運搬するという方法はできないのか。

【当日回答】
浚渫した土砂を直接運搬することも可能ですが、事業費と
効果の関係から比較し、どちらが有効かという判断になり
ます。

12 小倉委員 貯砂ダムに貯まった砂を定期的に土砂撤去しているという
ことですが、現在はどこに搬出しているのか。

【当日回答】
近くの住民の方からの要望や他事業で必要な箇所へ搬
出しています。

13 小倉委員 高滝ダム貯水池内の堆砂と養老川中流部の河床低下に
ついて、どちらを解決するのが優先なのか。

【当日回答】
両方とも解決しなければならない問題と考えています。

14 松本委員 高滝ダムの土砂をダム下流に供給することにより、魚の生
態系が崩れてくるのではないかという危険性を感じるの
で、シミュレーションを行う時には、そういうことも含めて十
分検討していただきたい。

【当日回答】
魚の生態系への影響についても、検討することとしていま
す。
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高滝ダム貯水池水質保全対策協議会について 

１ 目的  

高滝ダム貯水池の水質保全に関して、県、市原市及び大多喜町の関係機関が実施する

対策の総合的な協議及び連絡調整を図り、もって貯水池の水質保全のための各種施策の

円滑な推進に寄与することを目的とする。 

 高滝ダムの水質保全対策 

（１） 流域汚濁のうち、大きな割合を占める畜産対策 

（２） 各家庭の合併処理浄化槽の普及 

（３） 貯水池内での実施可能な富栄養化軽減対策 

 

２ 高滝ダム貯水池水質保全対策協議会の活動状況について 

主に高滝ダム貯水池及び上流域の水質状況、高滝ダム貯水池に係る水質保全事業の前

年度の実施状況、当該年度の事業計画について、各事業課が報告を行う。 

また、今後の高滝ダム貯水池水質保全対策のあり方や石神畜産団地からの排水水質状

況及び今後の具体的対策等について意見交換・協議している。 

 

協議会開催実績（Ｈ元年度～Ｈ２３年度） 

・ 協議会 ３回 

・ 幹事会 １５回 

・ 水質保全事業促進部会 １１回 

・ 担当者会議（検討会） ８回 

 

３ 高滝ダム貯水池における水質保全対策及び啓蒙・監視について 

（１） 高滝ダムの水質保全対策 

１） 河川浄化対策 

① 河川流入前対策（ダム管理者、Ｈ３年度） 

石神川の土壌浄化処理施設 １式 

目的：石神畜産団地排水の流末処理で、貯水池に流入する水質を改善する。 

② 湖面内対策として噴水（移動式噴水船）１基（ダム管理者、Ｈ２年度） 

※施設の老朽化によりＨ２３年度撤去 

③ 貯水池内等掘削（ダム管理者、Ｈ４年度～Ｈ２３年度） 

Ｈ２２年度までの累計 Ｖ＝１６２，０００㎥ 

④ 流竹木処理（ダム管理者、Ｈ２年度～Ｈ２３年度） 

Ｈ２２年度までの累計 Ｖ＝１４，５００㎥ 

⑤ 彫刻公園整備の一環として噴水２基（市原市、Ｈ３年度） 

※施設改修のため休止中 

２） 流域対策 

① ダムに流入する水路（本郷川）に都市排水路浄化施設を試験的に設置し公共

用水域の水質保全に努めた。（市原市、Ｈ７年度） 

② 都市排水路浄化施設の窒素、リンの除去効果を高めるため、施設の改善を実

施。（市原市、Ｈ９年度） 

※施設の老朽化及び周辺での合併処理浄化槽の一定の普及によりＨ２１年度

撤去。 

③ 石神畜産団地の排水対策（糞尿処理利用組合（※県農林水産部が補助）、   

昭和６３年度～Ｈ２年度） 

尿汚水浄化処理施設 ８基 

発酵処理施設 １基 

別紙２ 



 

④ 一般家庭の合併処理浄化槽設置に対する補助金交付制度により設置を促進。 

市原市：１，０６８基（個人（※県環境生活部・市原市が補助）、Ｈ２年度～Ｈ２２年

度までの実績） 

大多喜町：１１９基（個人（※県環境生活部・大多喜町が補助）、Ｈ７年度～Ｈ２２

年度までの実績） 

⑤ 農業集落排水施設の整備。（市原市、Ｈ９年度～Ｈ１５年度） 

処理区域（朝生原・月崎） ３７ha（計画処理人口９９０人） 

⑥ 高滝ダム上流域の酪農家を対象に家畜排せつ物の乾燥発酵処理施設等の肥

料化施設の整備（畜産農家任意組合（※県農林水産部・市原市が補助）、Ｈ９

年度～Ｈ１３年度） 

対象地区：高滝、徳氏、朝生原、飯給、石神地区 計１７箇所 

⑦ 高滝ダム上流の保安林を対象に、荒廃地及び荒廃渓流の復旧及び森林整備を

実施。（県農林水産部、Ｈ９年度～Ｈ１５年度） 

 

（２） 啓蒙・監視 

１） 市原市環境部 

① 水質測定計画に基づく常時監視として、ダム貯水池及び養老川の７地点で毎月

１回定点調査を実施。（Ｈ１１年度～Ｈ２３年度） 

② 高滝ダム水質保全監視員制度により、ダム及び流入河川の異常水質等の監

視、市への助言、啓発活動を実施。（Ｈ６年度～Ｈ２３年度） 

③ 不法投棄監視員制度により、不法投棄の防止・発見・通報のため、当該地区に

４名の委員を委嘱。（Ｈ９年度～Ｈ１２年度） 

④ 高滝ダム貯水池流域の全所帯に水質浄化啓発のため微細目三角コーナー

(SUS)を配布。（Ｈ７年度） 

⑤ ゴルフ場環境保全協定に基づきダム上流のゴルフ場について立ち入り調査を

実施。（Ｈ１３年度～Ｈ２３年度） 

⑥ 水道水源保護条例に基づきダム上流のゴルフ場８箇所及び砂利採取場４箇所

について、水質立ち入り調査を実施。（排水基準に適合しない事業者に改善勧

告）（Ｈ１３年度～Ｈ２３年度） 

⑦ 水質汚濁防止法に基づき石神畜産団地の８事業場に年２回立ち入り調査を実

施。（排水基準に適合しない事業者に改善命令）（Ｈ１３年度～Ｈ２３年度） 

⑧ 特定事業場（畜産事業場等）の立ち入り調査を行い、排出基準遵守の徹底・指

導を行う。（Ｈ１２年度～Ｈ２３年度） 

２） 県環境生活部 

① 特定水道利水障害防止のための水道水源水域の水質保全に関する特別措置

法に基づく河川等の水質調査、事業場排水調査を実施。（Ｈ７、８年度） 

② 産業廃棄物の不法投棄が頻発する地域を中心に民間警備会社による監視パト

ロールを実施。（Ｈ１６年度～Ｈ２３年度） 

３） 県農林水産部 

① 家畜排せつ物法及びその他関係法令に適切に対処するため、畜産環境問題

の改善等に必要な調査及び指導を行い、地域の環境保全に配慮した畜産経営

展開を推進するため、地域推進会議の開催、地域畜産環境保全指導方針の策

定、家畜排せつ物適正処理の巡回指導、家畜排せつ物処理施設の整備状況

調査の実施、整備促進、畜産環境問題の発生状況調査、改善指導、畜産事業

場の水質調査を実施。（Ｈ元年度～Ｈ２３年度） 

② 家畜糞尿処理技術や悪臭抑制技術について、巡回指導及び検討会の開催等

により普及・啓発を行った。（Ｈ元年度～Ｈ２３年度） 



③ 浄化処理施設の利用状況調査として水質調査実施。（Ｈ２０年度～Ｈ２３年度） 

④ 浄化処理施設水質検討会議開催。（Ｈ１９年度） 

⑤ 環境保全型農業推進のため、化学合成農薬や化学肥料の使用量を慣行栽培

に比べ１／２以下に削減する生産技術の開発を行う。（Ｈ１５年度～Ｈ２３年度） 

⑥ 環境に配慮したゴルフ場管理の推進のため、県県土整備部都市計画課と共に

環境にやさしい農薬使用や芝生管理技術等を指導。（Ｈ２年度～Ｈ２３年度） 

４） ダム事業者（治水・利水） 

① 貯水池内、流入河川及び放流水及び石神土壌浄化施設の水質調査を月１回

実施。（Ｈ２年度～Ｈ２３年度） 

② 貯水池内のアオコ実態調査を実施（現地実験及び水質分析）。（Ｈ１０年度～Ｈ

１７年度） 

③ 石神畜産団地と土壌浄化施設の関連性を把握することを目的として、千葉県環

境研究センターと合同で、畜産団地並びに土壌浄化施設周辺河川で水質調査

を実施。（Ｈ２０年度～Ｈ２３年度） 

（結果） 

・畜産団地からの排水は、養老川に与える影響が大きいことが判明 

５） 県水道局等 

① 高滝ダム貯水池及び流入河川の水質監視。（Ｈ６年度～Ｈ２３年度） 

・ダム貯水池、流入河川を中心に水質パトロール車による定期調査、監視を実 

施。 

・ダム貯水池３地点、流入河川３地点の水質調査実施（１回／月）。平成１５年度

からはダム上流地域水道原水水質保全事業フォローアップ計画の一環として

流入河川５地点を追加した水質調査を年４回実施。 

・高滝取水場の水質自動監視装置で水質の自動監視を実施。 

② 県総合企画部水政課において県水道局の水質調査結果を解析し、水質改善

効果を検証。（Ｈ１５年度～Ｈ２３年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


